
令和７年６月１３日公告 

 

 

公 売 案 内 
令 和 ７ 年 度 第 １ 回 合 同 不 動 産 等 公 売 

 

公売保証金提供期間 
令和７年 ６月１３日（金）から 

同年 ７月１８日（金）まで 

入 札 期 間 
令和７年 ７月１１日（金）から 

同年 ７月１８日（金）まで 

開 札 期 日 令和７年 ７月２３日（水） 

売 却 決 定 日 令和７年 ８月１３日（水） 

※売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らか

にならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。 

 

❏ 公 売 方 法 期間入札 

 ❏ 書 類 受 付 郵送のみ（入札期間内必着） 

 ❏ 公売保証金 振り込みのみ（公売保証金提供期間内のみ） 

東京都主税局徴収部 

東京都（新宿・江東）都税事務所 
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公売の日程等 

公売保証金 

提 供 期 間 
 令和７年６月１３日（金）から同年７月１８日（金）まで 

入 札 期 間  令和７年７月１１日（金）から同年７月１８日（金）まで 

公売保証金 

提 供 方 法 
 振り込みによってのみ受け付けます（公売保証金提供期間内のみ受付）。 

必 要 書 類 

の 送 付 先 
 各公売担当部署宛てに、郵送により送付してください（入札期間内必着）。 

開 札 日 時  令和７年７月２３日（水）午前１０時００分から 

開 札 場 所  各公売担当部署 

売却決定日時  令和７年８月１３日（水）午前１０時００分 

売却決定場所  各執行機関（売却決定以降の手続は各公売担当部署が行います。） 

代金納付期限  令和７年８月１３日（水）午後 ２時３０分 

追加入札を行う場合の実施日程 

入 札 期 間  令和７年７月３０日(水)から同年８月６日（水）まで 

入 札 方 法  当初の入札と同様に、期間入札の方法により郵送によって行います。 

開 札 日 時  令和７年８月８日（金） 午前１０時００分から 

開 札 場 所  各公売担当部署 

売却決定日時  令和７年８月２９日（金） 午前１０時００分 

売却決定場所  各執行機関（売却決定以降の手続は各公売担当部署が行います。） 

代金納付期限  令和７年８月２９日（金） 午後 ２時３０分 
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期間入札による公売の一般的な流れ 

★ 一般書留又は簡易書留

★ 入札期間内 必着

＊１ 入札者によって様式が異なります。様式をご確認の上、提出してください。
（第１号様式→個人、第２号様式→法人、第３号様式→入札者が個人かつ、法定代理人がある場合）
＊２ 入札者が法人の場合には提出してください。 
＊３ 自己の計算において入札等又は買い受けをさせようとする者がある場合は、陳述書とともに提出してください。 
   なお、「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に
  入札等をさせようとする者をいいます。 
＊４ ＊３の提出を要する法人は提出してください。
＊５ 入札者及び自己の計算において入札等又は買い受けをさせようとする者が執行機関指定の許認可等を受けて
  事業を行っている方は提出してください。（例:宅地建物取引業法による免許証等、債権管理回収業の許可証等） 
＊６ 代理人が入札する場合には提出してください。
＊７ 農地に該当する公売財産に入札する場合には提出してください。 

入札書等の必要書類の郵送 

入札書  

公売保証金
納付書

 
公売保証金

納付書兼返還 
請求書兼口座 
振替依頼書

公売保証金の振り込み
（各公売担当部署の指定口座へ）

公売保証金の 
充当申出書 

自己の計算におい 
て入札等をさせよ 
うとする者（法

人）の役員に関す 
る事項 
＊４

自己の計算におい 
て入札等をさせよ 
うとする者に関す 

る事項
＊３ 

公売保証金 
振込通知書 

陳述書 
 

＊１ 

入札者等（法
人）の役員に
関する事項 

 
＊２ 

委任状
 

＊６ 

買受適格証明書
 

＊７

指定許認可等を受
けていることを証

する書類 
＊５

 
＊２

 

 

行 

封入

封入 

各
公
売
担
当
部
署 

行 

郵
送
用
封
筒 

返
信
用
封
筒 

法人の登記事項

証明書（全部事

項証明等） 

入
札
書 

提
出
用
封
筒 
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公売保証金の振り込み先・書類の送付先 

東京都主税局徴収部 

振り込み先  みずほ銀行 東京都庁出張所（店番号７７７） 

預 金 種 目  普通 口 座 番 号  ２１２７４８０ 

振込口座名 
 ﾄｳｷﾖｳﾄｼﾕｾﾞｲｷﾖｸﾁﾖｳｼﾕｳﾌﾞﾄｳｷﾖｳﾄｷﾝｾﾝｽｲﾄｳｲﾝ ｼﾓﾃﾞﾀｶﾖｼ 

 東京都主税局徴収部東京都金銭出納員下出享克 

入札書等の 

書類送付先 

 〒１６３－８００１ 

 東京都新宿区西新宿二丁目８－１ 

主税局徴収部機動整理課公売班 宛て 

公売財産の 

売却区分番号 
 Ｋ０２５５、Ｋ０２５６ 

注 意 事 項 

入札書等の書類の提出漏れを防ぐため、公売保証金の振り込みは出来

るだけ入札開始日（令和７年７月１１日（金））に近い日付でお願いし

ます。 

 

※必要書類をご確認頂き、同封忘れのないようお願いいたします。 

 

最高価申込者に決定した場合

各公売担当部署において開札

最高価申込者（及び次順位買受申込者）の決定

公売保証金の返還
（口座への振り込み）

落札に至らなかった場合

買受代金の納付（振り込み）
権利移転の手続　など

  入 札 終 了 の 告 知
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東京都新宿都税事務所 

振り込み先  みずほ銀行 東京都庁出張所（店番号７７７） 

預 金 種 目  普通 口 座 番 号  １０３０７１２ 

振込口座名 
 ﾄｳｷﾖｳﾄﾄｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖﾄｳｷﾖｳﾄｷﾝｾﾝｽｲﾄｳｲﾝｺｳﾊﾞｲﾊﾝｿｳｶﾂﾔﾏﾉｳﾁﾌﾐｴ 

 東京都都税事務所東京都金銭出納員公売班総括山之内文絵 

入札書等の 

書類送付先 

 〒１６０－８３０４ 

東京都新宿区西新宿七丁目５－８ 

東京都新宿都税事務所 徴収課公売班 宛 

公売財産の 

売却区分番号 
１６７０ 

注 意 事 項 

入札書等の書類の提出漏れを防ぐため、公売保証金の振り込みは出来

るだけ入札開始日（令和７年７月１１日（金））に近い日付でお願いし

ます。 

 

東京都江東都税事務所 

振り込み先  みずほ銀行 大島駅前出張所（店番号７５５） 

預 金 種 目  普通 口 座 番 号  ２５３３１９９ 

振込口座名 
 ﾄｳｷﾖｳﾄﾄｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖﾄｳｷﾖｳﾄｷﾝｾﾝｽｲﾄｳｲﾝｺｳﾊﾞｲﾊﾝｿｳｶﾂﾉﾎﾞﾘﾋﾃﾞﾋﾛ 

 東京都都税事務所東京都金銭出納員公売班総括登秀浩 

入札書等の 

書類送付先 

 〒１３６－８５３３ 

東京都江東区大島三丁目１－３ 

東京都江東都税事務所 徴収課公売班 宛て 

公売財産の 

売却区分番号 
 ０８４０、０８４１、２１４７ 

注 意 事 項 

入札書等の書類の提出漏れを防ぐため、公売保証金の振り込みは出来

るだけ入札開始日（令和７年７月１１日（金））に近い日付でお願いし

ます。 
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＊１ 公売保証金の振り込みに当たっては、振込人（入札参加者）の振込人名の先頭に、

必ず公売財産の売却区分番号を記載してください。 

（例）「Ｋ０１２３ 東京 太郎」「１２３４ 株式会社都庁不動産」 

＊２ 公売事務を担当する部署ごとに公売保証金の振り込み先が異なります。また、複数の

公売財産に入札する場合には、売却区分番号ごとに公売保証金を振り込んでくださ

い。 

＊３ 公売保証金提供期間と入札期間の日程が異なります。公売保証金の振り込み後、入

札書等の書類の提出漏れがないよう十分ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公売担当部署に送付する必要書類 

１ 必ず提出していただく書類 

① 入札書 
 必要事項を記載して、入札書提出用封筒に 

封入してください。 

② 入札書提出用封筒 
 売却区分番号、開札日時等の必要事項を記載の上、 

 入札書を封入してください。 

③ 公売保証金振込通知書 
 金融機関の振込証明書の原本を貼付の上、 

郵送
．．

用封筒に封入してください。 

④ 公売保証金納付書兼返還 

請求書兼口座振替依頼書 
 必要事項を記載して、郵送

．．
用封筒に同封してください。 

⑤ 公売保証金の充当申出書  必要事項を記載して、郵送
．．

用封筒に同封してください。 

⑥ 陳述書 必要事項を記載して、郵送
．．

用封筒に同封してください。 

⑦ 返信用封筒 
 送付先の住所・氏名（名称）を記載し、１１０円切手を 

 貼付したものを、郵送
．．

用封筒に同封してください。 
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２ 法人が入札する場合に提出する書類 

入札者等（法人）の役員 

に関する事項 
必要事項を記載して、郵送

．．
用封筒に同封してください。 

法人の登記事項証明書 全部事項証明等を提出してください。 

３ 自己の計算において入札等又は買い受けをさせようとする場合に提出する書類 

自己の計算において入札等を 

させようとする者に関する事項 
 必要事項を記載して、郵送用封筒に同封してください。 

自己の計算において入札等を 

させようとする者（法人）の 

役員に関する事項   

 法人が入札する場合かつ自己の計算において入札等又は

買い受けをさせようとする場合には提出してください。 

 ４ 執行機関指定の許認可等を受けて事業を行っている場合 

指定許認可等を受けている 

ことを証する書類 

 宅地建物取引業の許可書又は、免許状や債権回収業の 

営業許可書等の写しを提出してください。 

５ 代理人が入札する場合に提出する書類 

委任状 代理人が入札する場合には提出してください。 

 ６ 共同入札を行う場合に提出する書類 

共同入札代表者の届出書兼 

持分内訳書 
 共同入札を行う場合には提出してください。 

 ７ 農地に該当する公売財産に入札する場合に提出する書類 

買受適格証明書 
 農地に該当する公売財産に入札する場合には 

 提出してください。 

 ８ 上記１から７までの書類の郵送 

郵送用封筒 
 上記必要書類のうち該当するものを封入して、 

一般書留又は簡易書留により郵送してください。 
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開札場所 案内図 

東京都主税局徴収部 東京都新宿都税事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都江東都税事務所 

 

 

＊１ 開札場所に来場する際には、バス・電車などの公共交通機関を御利用ください。 

＊２ 車で来場する場合には、周辺の有料駐車場を御利用ください。 

 

 

 

 

 

東京都庁第二本庁舎 

1 階二庁ホール 
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まずお読みください 

１ 入札書等の必要書類の提出には、必ず郵送を利用してください。 

  入札期間の経過後に提出（配達）された入札書は全て無効になります（入札期間

内必着）。 

 

２ 公売保証金提供期間内における公売保証金の入金が確認できない場合、入札は無

効になります。 

公売保証金については、必ず公売保証金提供期間内に執行機関が指定した金融機

関の口座に入金してください。 

 

３ 公売公告等の写しについては、各公売財産の公売事務を担当する部署（以下「公

売担当部署」といいます。）で閲覧できます。 

 

４ 公売手続の詳細については、本冊子「公売保証金の提供」以下を参照してくださ

い。 

 

５ 入札に参加するに当たっては、公売公告で公売財産の所在地、権利関係等を確認

するほか、管轄の法務局で不動産登記簿を閲覧するなどして、公売財産に関する情

報を確認してください。併せて、現地の物件状況を確認することをお勧めします。 

 

６ 公売財産が不動産である場合、執行機関はその引渡しについて義務を負いませ

ん。公売財産の前所有者、公売財産を使用していた第三者等に対して公売財産の明

渡しを求める場合、買受人が手続を行う必要があります（明渡しに関する合意が得

られないときには民事訴訟によらなければならない場合があります）。 

 

７ 公売財産内の動産類の撤去については、買受人が行う必要があります。 

  その場合に、当該動産類の所有者と適宜協議する必要のあることがあります。 

  動産類の撤去及び当該動産類の所有者との協議について、執行機関は関与しませ

ん。 

 

８ 隣接地との境界について、隣接地所有者との協議等を要する場合、買受人と当該

隣接地所有者との間で協議等を行ってください。執行機関は関与しません。 

 

９ 執行機関は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負

いません。 
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10 買受人が、公売財産の買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移

転します。 

 

11 公売公告後に、公売が中止になる場合があります。 

  入札に参加するに当たっては、必ず事前に公売中止の有無を確認してください。 

 

12 不明な点については、各公売財産の公売担当部署にお問い合わせください。 

  公売担当部署は、本冊子の「公売財産一覧表」で確認することができます。 

 

公売保証金の提供 

１ 公売保証金の振り込み 

（１）入札に参加するに当たっては、各公売財産に係る公売保証金の納付先として執

行機関が指定した金融機関の口座（以下「指定口座」といいます。）への振り込

みにより公売保証金を提供してください。 

（２）公売保証金の振り込みに当たっては、振込人（入札参加者）の振込人名の先頭

に、必ず公売財産の売却区分番号を記載してください。複数の公売財産に入札す

る場合には、売却区分番号ごとに公売保証金を振り込んでください。 

（例）「Ｋ０１２３ 東京 太郎」「１２３４ 株式会社都庁不動産」 

（３）指定口座への振り込みは、必ず「電信」扱いにしてください。 

（４）指定口座への振込手数料は、入札参加者の負担になります。 

 

２ 公売保証金振込通知書の作成 

  公売保証金の振り込み後、公売保証金を納付した際に金融機関で受け取った振込

金受取書その他の公売保証金の指定口座への入金が確認できる書類を、公売保証金

振込通知書に貼付し、割印をしてください。 

 

３ 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書の作成 

（１）公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書（以下、単に「公売保証金納

付書」といいます。）の太枠内に必要事項を記入して、公売保証金納付書を作成

してください。 

（２）「公売保証金の返還請求者及び口座振替依頼者」欄には、必ず入札者の氏名を

記載してください。 

（３）公売保証金の返還を受ける際に使用する振込先金融機関には、全国銀行資金決

済ネットワーク（全銀ネット）を利用している、全国の金融機関の口座（納税準
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備預金を除きます）を記載してください（全銀ネットを利用している金融機関

は、東京都会計管理局ホームページ「東京都から支払を受ける皆様へ」内の「全

銀ネット利用可能金融機関一覧」で確認することができます。）。ゆうちょ銀行

を指定する場合には、「記号・番号」ではなく、振込用の「店名・預金種目・口

座番号」が必要になります。 

 

４ 公売保証金の充当申出書の作成 

  必要事項を記入して、公売保証金の充当申出書を作成してください。 

 

５ 注意事項 

（１）公売保証金については、公売保証金提供期間内に指定口座への入金が完了して

いる必要があります。期間内における公売保証金の入金が確認できない場合に

は、入札は無効になります。 

（２）公売保証金の振り込みは、入札者が行う必要があります。公売保証金の振込人

と入札者とが異なる場合には、入札は無効になります。 

（３）公売保証金の振り込みについて、指定口座への入金後は、その変更又は取消し

をすることはできません。 

（４）異なる売却区分番号について公売保証金を振り込んだ場合など、公売保証金の

振り込みを誤ったときには、入札予定の公売財産につき、再度、公売保証金を振

り込む必要があります。誤って振り込まれた公売保証金は、後日、入札者に返還

します。 

（５）「公売保証金振込通知書」「公売保証金納付書」及び「公売保証金の充当申出

書」については、売却区分番号ごとに作成してください。 

 

６ その他 

  公売保証金納付書の下部にある「公売保証金領収証書」については、公売保証金

の入金を確認した後、入札者に郵送します。 
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入札書等の必要書類の準備 

１ 必ず提出いただく書類 

（１） 入札書の作成 

ア 入札書は、所定の入札書によって、売却区分番号ごとに記入してくださ

い。入札者は、同一の売却区分番号について、２枚以上の入札書を提出する

ことはできません。この場合、提出した入札書の全てが無効になります。 

イ 入札書を書き損じた場合、訂正・抹消をせず、新しい入札書を使用してく

ださい。入札価額を訂正したものは、無効として取り扱います。 

ウ 入札書に記入する住所・氏名は、住民登録上のもの（法人の場合は、商業

登記簿上の所在地・名称）を記入してください。 

エ 一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更及び取消し

をすることができません。 

 

（２） 入札書提出用封筒 

    あらかじめ必要事項を記入した「入札書提出用封筒」を、外側の実線に沿っ

て切り取ってください。その後、切り取った用紙を封筒（長形３号など）に貼

付して入札書提出用封筒を作成してください。 

 

（３） 公売保証金振込通知書 

    作成要領は、前記「公売保証金の提供」の「２ 公売保証金振込通知書の作

成」をご参照ください。 

 

（４） 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書 

    作成要領は、前記「公売保証金の提供」の「３ 公売保証金納付書兼返還請

求書兼口座振替依頼書の作成」をご参照ください。 

 

（５） 公売保証金の充当申出書 

    作成要領は、前記「公売保証金の提供」の「４ 公売保証金の充当申出書の

作成」をご参照ください。 

 

（６） 陳述書 

    様式は入札者が個人の場合、法人の場合、個人でかつ法定代理人を有する場

合の３種類です。入札者に該当する様式をお選びの上でご提出願います。 
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（７） 返信用封筒 

封筒（長形３号など）に、入札参加者の①氏名又は名称及び②送付先の住所

を記載し、１１０円切手を貼付して、返信用封筒を作成してください。返信用

封筒は、入札書提出用封筒の受領証及び公売保証金領収証書を入札参加者に返

送する際に使用します。 

 

（８） 郵送用封筒 

ア 封筒（角形２号など）の表面に公売担当部署の送付先などの所定の事項

を印字・記載し、裏面に提出を要する必要書類の一覧表を印字又は貼付し

て、郵送用封筒を作成してください。 

イ あわせて、必要書類の提出に漏れがないか、封筒裏面の一覧表にチェッ

クを付して確認するとともに、差出人の住所・氏名を記載してください。 

ウ 郵送用封筒は、一般書留又は簡易書留にしてください。 

 

２ 必要に応じて提出いただく書類 

（１） 入札者等(法人)の役員に関する事項 

必ず役員全員についてご記入願います。 

  

（２） 法人の登記事項証明書(全部事項証明等) 

    入札者、又は自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合の

み、法人の登記事項証明書の原本をご提出願います。 

 

（３） 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 

    入札者が個人の場合の欄と、法人の場合の欄があります。入札者に該当する

欄をお選びの上でご記入願います。 

 

（４） 自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項 

自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合のみご提出願い

ます。必ず役員全員についてご記入願います。 

  

（５） 指定許認可等を受けていることを証する書類 

    入札者、又は自己の計算において入札等をさせようとする者が執行機関指定

の許認可を受けた事業者の場合は、その免許を受けていることを証明する文書

の写しをご提出願います。(例 宅地建物取引業法の許可書又は免許状、債権回

収業の営業許可証) 
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（６） 代理人が入札する場合 

    代理人が入札に参加する場合には、受任者がその代理権限を有することを証

明する委任状を作成してください。代表権限を有しない方が法人名で入札する

場合（例えば、法人の従業員がその法人名で入札を行う場合）にも、委任状が

必要です。 

 

（７） 共同入札を行う場合 

ア 共同入札を行う場合には、その共同入札者の中から共同入札代表者を指

名して、「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書（別紙含む）」に、①代

表者名・②共同入札者各人の持分・③売却区分番号を記入し、連署・押印

の上、入札書とともに入札してください。 

イ 共同入札代表者の方が、その代理人に入札手続を行わせる場合には、別

途、共同入札代表者による委任状が必要です。 

 

（８） 買受適格証明書 

    農地に該当する公売財産への入札に参加される方は、「買受適格証明書」

を、入札書等の必要書類とともに提出（郵送）してください。 

    買受適格証明書の提出がない場合、入札に参加することはできません。 

 

３ 注意事項 

 （１）公売不動産の入札等をしようとする者は、国税徴収法第９９条の２に基づ

き、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができ

ません。 

 （２）暴力団員等に該当しないことの陳述は、前述の陳述書を提出することにより

行います。 

 （３）公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第１０６条の２に基づく

調査の嘱託を行います。 

 

 

入札書等の必要書類の郵送 

１ 必要書類の提出 

  上記「公売担当部署に送付する必要書類」の項目に記載された入札書等の必要書

類を、郵送によって提出してください。 
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２ 必要書類の郵送先 

  入札書等の必要書類については、上記「公売保証金の振り込み先・書類の送付

先」の項目に記載された各公売担当部署のうち、入札を希望する公売財産の公売事

務を担当する部署宛てに郵送してください。 

 

３ 注意事項 

（１）必要書類の提出には、必ず郵送を利用してください。 

（２）入札書等の必要書類の提出は入札期間内必着です。 

（３）入札期間の経過後に提出（配達）された入札書は全て無効になります。 

必要書類の提出に当たっては、郵送に要する日数を考慮して郵送してくださ

い。 

（４）必要書類を郵送する際には、一般書留又は簡易書留を利用してください。 

（５）入札書の受領等に関する状況について、電話による問合せには応じていませ

ん。 

 

開札当日の手続 

１ 開札 

  開札は、各公売担当部署において、入札参加者による立会いの上で行います。た

だし、入札参加者又は代理人が開札場所にいない場合、又は立会いを拒否する場合

には、公売事務を担当していない職員が立ち会います。 

 

２ 最高価申込者の決定 

  売却区分番号ごとに、「入札価額が見積価額以上で、かつ、入札者のうち最高価

額である者」を最高価申込者として決定します。 

  最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄記載の金額によって行います。 

 

３ 追加入札 

（１）開札の結果、最高価申込者に該当する入札者が２名以上いる場合には、当該入

札者による追加入札を行います。追加入札の実施日程については、上記「追加入

札を行う場合の実施日程」の項目又は公売公告を参照してください。 

（２）追加入札による入札価額は、当初の入札価額以上である必要があります。 

（３）追加入札による入札価額が、なお同額であるときには、くじ
．．

によって最高価申

込者を決定します。 

（４）追加入札をするべき方が追加入札をしなかった場合、又は追加入札の価額が当

初の入札額に満たなかった場合には、国税徴収法第１０８条（公売実施の適正化
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のための措置）の規定が適用されることがあります。 

 

４ 次順位買受申込者の決定 

（１）最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額（見積価額以上で、かつ、最高入札価

額から公売保証金の額を控除した金額以上のものである必要があります。）によ

る入札者から買受けの申込みがある場合、その方を次順位買受申込者として決定

します。 

（２）買受けの申込みについては、最高価申込者の決定後、開札会場において直ちに

申込希望の確認を行います。次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」

欄に記載された金額によります。 

（３）申込希望の確認に当たって、本人確認のために身分証明書を提示又は提出して

いただくことがありますので、入札参加者（代理人の場合には代理人本人）は運

転免許証などの公的機関が発行した身分証明書を持参してください。法人代表者

の場合には、商業登記簿などの代表権限を有することを証する書面を併せて持参

してください。 

（４）最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額による入札者が２名以上いる場合は、

くじ
．．

によって次順位買受申込者を決定します。 

（５）次順位買受申込者が提供した公売保証金は、原則として最高価申込者に係る代

金納付期限後に返還します。 

 

５ 最高価申込者・次順位買受申込者への連絡 

  最高価申込者及び次順位買受申込者に該当する入札者については、最高価申込者

及び次順位買受申込者の決定後、別途、速やかに通知・連絡します。 

 

 

開札当日以降の手続 

１ 公売保証金の返還 

（１）最高価申込者にならなかった入札者への公売保証金の返還は、開札の終了後、

公売保証金納付書の「公売保証金の返還請求者及び口座振替依頼者」欄に記載さ

れた振込先金融機関の口座への振り込みによって行います。ただし、次順位買受

申込者については、最高価申込者による買受代金の納付後に公売保証金を返還し

ます。 

（２）公売保証金の返還には、開札の終了（次順位買受申込者が提供した公売保証金

については、最高価申込者が買受代金を納付した後）から３週間程度を要する場

合があります。 
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２ 売却決定 

（１）公売公告に記載した日時において、最高価申込者に対して売却決定を行いま

す。売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額によって行います。 

（２）次順位買受申込者がいる場合、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴

収法第１１３条第２項の各号に掲げる日に行います。 

（３）公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第１０６条の２に基づく調

査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該

当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受

代金の納付期限が変更されます。 

 

３ 買受代金（換価代金）の納付方法・期限 

（１）買受人は、公売公告に記載された代金納付期限までに（売却決定と同一日）、

買受代金の全額（公売保証金を提供している場合、買受代金から公売保証金を差

し引いたものの残額）を納付します。 

（２）買受代金は、指定口座への振り込みによって納付してください。 

   買受代金の振り込みに当たっては、振込人（入札参加者）の振込人名の先頭

に、公売財産の売却区分番号を記載してください。複数の公売財産について買受

代金を納付する場合には、売却区分番号ごとに買受代金を振り込んでください。 

（３）指定口座への振り込みは、必ず「電信」扱いにしてください。 

（４）指定口座への振込手数料は、買受人の負担になります。 

（５）次順位買受申込者が買受人になった場合には、その売却決定の日から起算して

７日を経過した日が、代金納付期限になります。 

 

４ 権利移転の手続 

（１）買受人からの請求を受けて、各公売担当部署が権利移転の登記（所有権移転、

抵当権の抹消等の登記）に関する手続を行います。 

（２）必要書類の提出等の詳細については、最高価申込者決定後、各公売担当部署の

担当者から、別途、個別に連絡します。 

（３）不動産の権利移転手続については、公売日から権利移転の登記の完了までに、

１か月半程度を要します。 

（４）公売財産が農地等の場合、農業委員会等の発行する権利移転の許可証又は届出

受理書が必要です（詳細については権限のある行政庁に確認してください）。 

（５）各公売担当部署への提出書類については、以下を参照してください。 

  ・所有権移転登記請求書 

  ・（個人の場合には）住民票 
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  ・その他必要書類 

 

５ 権利移転の費用 

  権利移転に要する登録免許税、必要書類の受渡しに要する郵送料（買受人⇔公売

担当部署⇔法務局）などの費用は、買受人が負担します。 

 

６ 暴力団関係者ではないことの確約書 

  東京都に対して「暴力団関係者ではないことの確約書」を提出してください。 

 

７ 適格証明書（インボイス）の交付 

  公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、買受人の

求めに応じて、各執行機関が適格証明書（インボイス）を発行します。 

 

注 意 事 項 

１ 買受人の制限 

  次に該当する場合、公売財産を買い受けることはできません。 

  ① 買受人の制限（国税徴収法第９２条）、公売参加者の制限（同法第１０８

条）等によって、買受人となることができない者 

  ② 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、こ

れらの資格等を有しない者 

 

２ 暴力団関係者 

（１）東京都が実施する不動産等公売について、東京都暴力団排除条例第２条第４

号に定める「暴力団関係者（暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関

係を有する者）」は、公売財産を買い受けることができません。 

（２）最高価申込者・次順位買受申込者については、「暴力団関係者ではないこと

の確約書」を提出していただきます。なお、法人である場合には、「法人役員

に関する事項」を合わせて提出していただきます。 

（３）不動産の買受・利用等に当たっては、各自治体の定める条例等によって、暴

力団関係者などに対する不動産の処分についての制限がある場合があります。

あらかじめ、関係する条例等を十分に確認の上、入札してください。 

 

３ 最高価申込者決定の取消し 

  次の場合には、最高価申込者・次順位買受申込者の決定を取り消します。 

  ① 最高価申込者（次順位買受申込者含む）の決定後、売却決定前に、公売の原
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因となった徴収金（都税等）について、完納の事実が証明されたとき 

  ② 国税徴収法第１０８条第２項又は第５項（公売実施の適正化のための措置）

に該当する事実があった場合 

 

４ 売却決定の取消し 

  次の場合には、売却決定を取り消します。 

  ① 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売の原因となった徴収金

（都税等）について、完納の事実が証明されたとき 

  ② 買受人が買受代金の納付の期限までに買受代金を納付しない場合 

  ③ 買受人が買受を取り消した場合（国税徴収法第１１４条） 

  ④ 売却決定後、国税徴収法第１０８条第２項又は第５項（公売実施の適正化の

ための措置）の規定によって、最高価申込者・次順位買受申込者の決定を取り

消した場合 

  ⑤ 「暴力団関係者ではないことの確約書」における確約に反することが判明し

た場合 

  ⑥ その他不服申立てに対する決定若しくは裁決又は判決による場合 

 

５ 公売保証金の帰属 

（１）買受人が買受代金を代金納付期限までに納付せず、売却決定が取り消された

場合、その買受人が提供した公売保証金は、その公売に係る徴収金（都税等）

に充当します。この場合において、徴収金への充当後、なお余りがある場合に

は、その余り（残余金）を滞納者に交付します。 

（２）公売への参加制限の対象となる事実があった場合、その入札者による入札等

をなかったものとし、また、その入札者に対する最高価申込者（次順位買受申

込者含む）の決定を取り消すことがあります。この場合、その入札者の提供し

た公売保証金は執行機関に帰属します（公売への参加制限について、国税徴収

法第１０８条第２項を参照してください）。 

 

 

６ 買受申込等の取消し 

  公売財産について、最高価申込者（次順位買受申込者含む。）の決定又は売却決

定があった場合において、滞納処分の続行の停止（不服申立てなど）があったとき

は、その間、最高価申込者、次順位買受申込者又は買受人は、その入札又は買受を

取り消すことができます。 

 

７ 所有権の移転時期 
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  買受人は、以下の場合を除き、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。 

  ・農地については、農業委員会、都道府県知事等の許可を受けたとき 

  ・その他所有権の移転時期について特別の定めがある場合 

 

８ 危険負担の移転時期 

  買受人が買受代金の全額を納付した時に、公売財産に係る危険負担が移転しま

す。なお、農地など所有権の移転時期について特別の定めがある場合は、所有権が

移転したときに買受人に危険負担が移転します。 

  買受代金の納付後に、公売財産に生じた危険（例えば、焼失、盗難など）につい

ては、買受人が負担することになります。 

 

９ 契約不適合責任 

  執行機関は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負

いません。 

 

１０ 財産の引渡し 

  公売財産が不動産である場合、執行機関はその引渡義務を負いません。 

 

１１ 滞納処分について不服申立てがあった場合 

  法令その他の理由によって、滞納処分の続行が停止（公売手続の進行が停止）す

ることがあります。 
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そ の 他 

１ 国土地理院発行の地図等 

  公売財産明細書（所在図）に使用している国土地理院発行の地図等について第三

者が更に複製する場合は国土地理院の定める利用続きを確認した上での利用をお願

いいたします。 

 

２ 問合せ先 

  公売財産、公売手続等に関する不明な点については、各公売財産の公売担当部署

にお問い合わせください。 

 

公売担当部署 問合せ先 

主 税 局 徴 収 部 
東京都主税局徴収部 機動整理課 公売班 

03-5388-3027（直通） 

東 京 都 新 宿 都 税 事 務 所 
東京都新宿都税事務所  徴収課 公売班 

 03-3369-7106（直通） 

東 京 都 江 東 都 税 事 務 所 
東京都江東都税事務所  徴収課 公売班 

03-3637-7297（直通） 

 

 

 

 


